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おおの
議会だより

新体制が始動!!
３月定例市議会初日 

　

改
選
後
、
初
の
市
議
会
と
な
る
第
３
９
３
回
定
例
会
が
招
集
さ

れ
ま
し
た
。
２
月
24
日
の
定
例
会
初
日
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法

の
定
め
に
よ
り
、
年
長
の
榮
議
員
が
臨
時
議
長
と
な
り
、
各
議
員

の
議
席
を
指
定
し
、
会
期
を
３
月
20
日
ま
で
の
25
日
間
と
定
め
た

後
、
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

選
挙
の
結
果
、
髙
岡
議
員
が
大
野
市
議
会
議
長
（
第
43
代
）
に

当
選
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
髙
岡
新
議
長
の
下
で
副
議
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
、

永
田
議
員
が
副
議
長
（
第
51
代
）
に
当
選
し
ま
し
た
。

　

次
に
、
各
常
任
委
員
会
と
議
会
運
営
委
員
会
の
委
員
の
選
任
が

行
わ
れ
た
後
、
大
野
・
勝
山
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会
と
福

井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
の
議
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、

市
民
の
負
託
に
応
え
る
た
め
の
新
し
い
体
制
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

各
委
員
会
の
委
員
は
最
終
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。

1

臨時号

議
長
に

髙
岡
和
行
　氏

　
副
議
長
に

永
田
正
幸
　氏

新
し
い
議
会
構
成
き
ま
る

髙岡和行　議長

永田正幸　副議長
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〜〜　基本条例前文　〜〜
　平成12年の地方分権一括法の施行により、地方自治体を取
り巻く環境は大きく変わり、地方自治体の自主的な意思決定
及び自己責任の原則がより一層拡大してきたところである。
　こうした状況にあって、大野市民の直接選挙で選ばれた議
員により構成される大野市議会は、市民の代表機関、市の意
思決定機関として、大野市政の運営に関し、大野市長と共に
二元代表制の一翼を担うという、その責務はこれまで以上に
非常に重くなってきている。
　大野市議会は、大野市民憲章に掲げる、純朴さの中にも幕
末の大野丸に象徴される進取の気象を持って政策提言及び政
策立案を行うことにより、美しい自然と輝かしい伝統を受け
継ぎ、住みよく生きがいのあるまちづくりを目指して、真の
地方自治の確立及び市民福祉の向上のため、不断の努力を重
ねていかなければならない。
　人間関係が希薄になり、越前おおの独特の地域性が失われ
つつある今こそ、古より受け継がれた結の精神を持って地域
の絆を深め、ふるさとを愛する大野人の育成と結の故郷の実
現のため、大野市議会独自の活動を展開しなければならない。
　ここに、大野市議会の最高規範として、議会及び議員の活
動原則等に係る基本的な事項を定め、その使命を明らかにす
るとともに、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会
として、市民との協働の下、まちづくりの推進と市民福祉の
向上のために全力を挙げて、市民に身近な信頼される議会を
目指すものとする。

　

大
野
市
議
会
の
最
高
規
範
と
な
る
大
野
市
議
会
基
本
条
例
が
、
平
成
26
年
12
月
第
３
９
１
回
定

例
会
初
日
に
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
本
基
本
条
例
は
、
第
15
代
の
大
野
市
議
会
に
お
い

て
、
平
成
24
年
６
月
に
議
会
等
改
革
推
進
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
21
回
に
も
及
ぶ
議
論
を
重

ね
て
制
定
に
至
っ
た
も
の
で
す
。

　

本
基
本
条
例
の
施
行
は
、
第
16
代
の
大
野
市
議
会
議
員
任
期
開
始
日
と
な
る
平
成
27
年
２
月
21

日
で
あ
り
、
こ
の
日
を
大
野
市
議
会
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
と
し
て
、
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
、
市

民
参
加
を
推
進
す
る
議
会
の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

議
会
基
本
条
例
の
内
容
と
、
本
基
本
条
例
の
主
旨
に
の
っ
と
り
、
新
た
に
取
り
組
む
こ
と
と
し

た
事
項
に
つ
い
て
ご
紹
介
を
し
ま
す
。

大
野
市
議
会
基
本
条
例
の
概
要

議会基本条例の体系図
第１条（目的）

大野市議会
第９条（市長との関係） 第５条（市民との関係）
緊張感の保持、監視・評価、政策提言、政策立案 情報の公開と説明

第10条（政策等形成過程の説明） 第６条（市民参画）
重要案件の議会に対する説明 議会からの報告、意見の聴取

第12条（議会の議決事件） 第７条（情報の共有）
総合的・計画的な行政運営のための基本構想 いろいろな媒体を使った分かりやすい情報の提供

第13条（質問） 第８条（会議の公開）
一問一答方式導入、反問権の付与 本会議及び委員会の公開

第14条（付帯決議の尊重） 第15条（請願又は陳情趣旨の聴取）
尊重・報告 意見聴取の場の設定

第16条（専決処分の指定及び報告）
予め指定するものは議決を求めず決定、報告

大
野
市
長

大
野
市
民

第２条（議会の活動原則）
執行機関の監視・評価、自由討論による

意思決定、開かれた議会運営、政策立案

第３条（議員の活動原則）
公平性・透明性、市民の代表にふさわしい

行動、行政課題や民意の把握、自由な討議

第４条（会派）
会派の結成、円滑な議会運営

第11条（定例会）
１年間に４回開催

第17条（議員の政治倫理）
政治倫理の向上、誠実・公正な職務遂行

第18条（議員の報酬等）
改正には明確な理由が必要

第19条（議員の定数）
現状適合、議会活動の反保

第20条（議会図書室の充実）
議員の調査研究

第21条（議会事務局の体制整備）
議会を補佐する事務局の体制

第22条（最高規範性）
大野市議会の憲法

第23条（議会改革の推進）
不断の取組み

議会の議決事項に基本構想を追加
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推
進
す
る
こ
と
。   

　
【
説
明
】　

大
野
市
議
会
議
員
が

市
民
の
代
表
と
し
て
ど
の
よ
う
な

原
則
に
基
づ
い
て
活
動
す
べ
き
か

を
規
定
し
て
い
ま
す
。 

⑴　

公
平
性
、
透
明
性
を
重
ん
じ

て
積
極
的
に
議
員
活
動
を
展
開
し

ま
す
。

⑵　

先
進
事
例
研
究
や
講
習
会
参

加
、
文
献
調
査
等
、
積
極
的
な
情

報
収
集
に
よ
り
、
広
範
な
知
識
を

習
得
し
て
、
執
行
機
関
の
事
務
の

監
視
・
評
価
を
行
う
と
と
も
に
政

策
立
案
能
力
を
高
め
ま
す
。

⑶　

市
政
の
課
題
と
課
題
に
対
す

る
市
民
の
意
見
、
要
望
等
の
把
握

に
努
め
ま
す
。 

⑷　

意
思
の
決
定
に
際
し
て
は
、

議
員
同
士
が
自
由
で
活
発
な
意
見

交
換
を
す
る
こ
と
に
よ
り
決
定
し

ま
す
。

　
（
会
派
）

第
４
条　

議
員
は
、
議
会
活
動
を

円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
、
会

派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　

会
派
は
、
政
策
の
決
定
及
び

形
成
そ
の
他
の
議
会
活
動
に
関

し
、
相
互
に
協
議
を
行
い
、
円

滑
か
つ
効
果
的
な
議
会
運
営
を

図
る
も
の
と
す
る
。

聞
い
て
、
執
行
機
関
の
政
策
に
対

す
る
提
言
（
意
見
、修
正 

等
）
や
、

自
ら
政
策
を
立
案
（
条
例
の
制
定

等
）
し
た
り
、
市
長
に
政
策
を
提

案
し
た
り
し
ま
す
。

　
（
議
員
の
活
動
原
則
） 

第
３
条　

議
員
は
、
次
に
掲
げ
る

原
則
に
基
づ
き
活
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

　

⑴
自
ら
が
市
民
の
代
表
で
あ
る

こ
と
を
深
く
自
覚
し
、
広
範

で
積
極
的
な
活
動
に
努
め
る

と
と
も
に
、
公
平
性
及
び
透

明
性
を
重
ん
じ
て
行
動
す
る

こ
と
。 

　

⑵
議
会
活
動
に
必
要
な
見
識
を

深
め
、
自
己
の
資
質
を
高
め

る
不
断
の
研
さ
ん
に
よ
っ
て
、

　
　

市
民
の
代
表
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
活
動
を
行
う
こ
と
。

　

⑶
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
議
会

の
構
成
員
と
し
て
、
様
々
な

市
政
の
課
題
及
び
当
該
課
題

に
対
す
る
市
民
の
意
見
、
要

望
等
を
的
確
に
把
握
し
、
市

民
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
活

動
す
る
こ
と
。 

　

⑷
議
会
が
言
論
の
府
で
あ
る
こ

と
及
び
合
議
制
の
機
関
で
あ

る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、

議
員
相
互
の
自
由
な
討
議
を

努
め
る
こ
と
。 

　

⑷
市
民
の
多
様
な
意
見
を
的
確

に
把
握
し
、
市
政
に
反
映
さ

せ
る
た
め
に
、
政
策
提
言
を

行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
政

策
を
自
ら
立
案
し
、
市
長
等

に
提
案
す
る
こ
と
に
努
め
る

こ
と
。  

　
【
説
明
】　

大
野
市
議
会
の
活
動

原
則
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

⑴　

大
野
市
長
そ
の
他
の
執
行
機

関
（
教
育
委
員
会
、
消
防
本
部
、

監
査
委
員
、
選
挙
管
理
委
員
会
、

公
平
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
、
農
業
委
員
会
）
を
監

視
・
評
価
し
て
、
か
つ
、
市
民
の

関
心
を
高
め
る
議
会
運
営
を
行
い

ま
す
。 

⑵　

大
野
市
議
会
議
員
が
お
互
い

に
自
由
に
議
論
し
、
問
題
点
を
明

ら
か
に
し
て
、
意
見
の
違
い
や
共

通
点
を
理
解
し
て
、
大
野
市
議
会

の
意
思
決
定（
機
関
意
思
の
決
定
）

を
行
い
ま
す
。

⑶　

市
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
て
、
市
民
に
信
頼
さ

れ
る
公
正
で
透
明
で
開
か
れ
た
議

会
で
あ
る
た
め
に
、
積
極
的
に
情

報
の
公
開
や
発
信
に
取
り
組
み
ま

す
。

⑷　

市
民
の
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を

　
第
２
章　

議
会
及
び
議
員
の

　

活
動
原
則

　
（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
２
条　

議
会
は
、
次
に
掲
げ
る

原
則
に
基
づ
き
活
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

⑴
市
民
本
位
の
立
場
か
ら
、
市

長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以

下
「
市
長
等
」
と
い
う
。）
の

事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
最

小
の
経
費
で
最
大
の
成
果
を

挙
げ
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い

る
か
、
又
は
市
政
運
営
が
適

正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
監
視
及
び
評
価
を
行
う

と
と
も
に
、
市
民
の
関
心
を

高
め
る
議
会
運
営
を
行
う
こ

と
。 

　

⑵
自
由
な
討
論
の
場
で
あ
る
と

の
認
識
に
立
っ
て
、
議
員
相

互
の
自
由
な
立
場
で
の
討
議

を
通
し
て
論
点
を
明
ら
か
に

し
、
意
見
の
相
違
又
は
共
通

点
を
認
識
す
る
中
で
、
議
会

と
し
て
の
意
思
決
定
を
行
う

こ
と
。

　

⑶
市
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
こ

と
を
常
に
自
覚
し
、
公
正
か

つ
透
明
で
、
市
民
に
信
頼
さ

れ
る
、
身
近
で
わ
か
り
や
す

い
、
開
か
れ
た
議
会
運
営
に

　
第
１
章　

総
則

　
（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
大
野
市

議
会（
以
下「
議
会
」と
い
う
。）

及
び
大
野
市
議
会
議
員
（
以
下

「
議
員
」
と
い
う
。）
の
活
動
の

原
則
、
組
織
、
市
長
そ
の
他
の

執
行
機
関
と
の
関
係
等
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

自
主
的
か
つ
自
立
的
な
議
会
運

営
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
的

な
事
項
を
定
め
、
議
会
の
使
命

を
果
た
す
こ
と
に
よ
り
、
市
民

福
祉
の
向
上
と
市
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
【
説
明
】　

こ
の
条
例
を
制
定
す

る
目
的
を
掲
げ
た
も
の
で
、
こ
の

条
例
の
解
釈
や
運
用
の
指
針
と
な

る
も
の
で
す
。

　

大
野
市
議
会
が
自
主
的
で
自
立

的
な
運
営
を
実
現
し
、
市
長
と
共

に
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
使

命
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
地

方
自
治
の
確
立
、
市
民
福
祉
の
向

上
、
市
の
発
展
を
果
た
し
ま
す
。

※
二
元
代
表
制
：
住
民
が
、
首
長

と
議
会
議
員
を
そ
れ
ぞ
れ
直
接
選

挙
で
選
ぶ
制
度  
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【
説
明
】　

議
会
が
開
く
本
会
議

等
の
会
議
の
公
開
に
つ
い
て
規
定

し
て
い
ま
す
。

　

大
野
市
議
会
は
、
本
会
議
の
録

画
中
継
を
は
じ
め
と
し
て
、
会
議

の
傍
聴
、
会
議
録
の
公
開
、
議
会

広
報
誌
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

を
使
っ
た
情
報
提
供
な
ど
、
可
能

な
限
り
会
議
の
公
開
に
努
め
ま
す
。

た
だ
し
、
個
人
情
報
に
関
す
る
こ

と
や
、
大
野
市
と
し
て
方
針
が
定

ま
ら
な
い
事
項
を
議
論
す
る
場
合

で
、
議
長
や
委
員
長
が
必
要
と
認

め
る
場
合
に
限
り
、
非
公
開
と
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
第
４
章　
市
長
等
と
議
会
と

　

の
関
係 

　
（
市
長
等
と
の
関
係
）

第
９
条　

議
会
は
、
市
長
等
と
の

立
場
及
び
権
能
の
違
い
を
踏
ま

え
、
市
長
等
と
の
緊
張
関
係
の

保
持
に
努
め
、
事
務
の
執
行
の

監
視
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も

に
、
政
策
提
言
、
政
策
立
案
等

を
通
じ
、
市
勢
の
発
展
に
資
す

る
も
の
と
す
る
。

　
【
説
明
】　

大
野
市
議
会
と
大
野

市
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
ま
す
。

　
（
会
議
の
公
開
） 

第
８
条　

議
会
は
、
本
会
議
、
常

任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会

及
び
特
別
委
員
会
の
会
議
を
公

開
す
る
も
の
と
す
る
。た
だ
し
、

常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員

会
及
び
特
別
委
員
会
の
会
議
で
、

大
野
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

16
年
条
例
第
４
号
）
第
７
条
第

２
号
に
規
定
す
る
個
人
情
報
が

漏
洩
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

又
は
意
思
形
成
過
程
若
し
く
は

政
策
形
成
過
程
に
あ
る
も
の
で
、

公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
自
由
な

討
議
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
の

あ
る
場
合
又
は
意
思
決
定
の
中

立
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限

り
で
な
い
。

査
又
は
審
査
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
に
意
見
を
聴
い
た

り
、
予
算
そ
の
他
重
要
な
議
案
、

請
願
等
に
つ
い
て
、
利
害
関
係
を

有
す
る
方
又
は
学
識
経
験
者
等
か

ら
意
見
を
お
聴
き
し
た
り
し
ま
す
。 

　
（
情
報
の
共
有
） 

第
７
条　

議
会
は
、
市
政
に
係
る

重
要
な
情
報
を
、
議
会
の
視
点

か
ら
常
に
市
民
に
対
し
て
周
知

す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、

多
様
な
広
報
手
段
を
活
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
市
民
が

議
会
と
市
政
に
関
心
を
持
つ
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
【
説
明
】　

議
会
が
持
つ
情
報
の

周
知
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

大
野
市
議
会
は
、
議
会
の
情
報

を
可
能
な
限
り
市
民
に
開
示
す
る

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
開
示
の

方
法
に
つ
い
て
も
、議
会
広
報
誌
、

広
報
お
お
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
を
活
用
し
て
、
た
く
さ
ん
の
方

に
情
報
が
い
き
わ
た
る
よ
う
努
め

ま
す
。

　
（
市
民
参
画
）

第
６
条　

議
会
は
、
議
会
の
活
動

に
つ
い
て
市
民
に
説
明
等
を
行

う
た
め
の
議
会
報
告
会
を
開
催

で
き
る
。

２　

議
会
は
、
自
ら
行
う
政
策
形

成
の
過
程
に
お
い
て
、
市
民
が

参
画
で
き
る
機
会
の
提
供
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
議
会
は
、
意
見
表

明
の
機
会
を
十
分
に
活
用
で
き

な
い
市
民
の
意
見
等
も
含
め
、

　

市
民
全
体
の
意
向
を
把
握
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３　

議
会
は
、
参
考
人
制
度
及
び

公
聴
会
制
度
を
十
分
に
活
用
し

て
、
市
民
の
専
門
的
又
は
政
策

的
な
見
地
か
ら
の
意
見
等
を
議

会
の
討
議
に
反
映
さ
せ
る
も
の

と
す
る
。

　
【
説
明
】　

市
民
の
議
会
へ
の
参

画
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。 

１　

大
野
市
議
会
は
、
議
会
活
動

を
市
民
に
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
議
会
報

告
会
を
開
催
し
ま
す
。

２　

議
会
が
自
ら
政
策
を
企
画
・

立
案
す
る
と
き
に
は
、
市
民
の
意

見
を
聞
き
、
幅
広
く
市
民
の
気
持

ち
を
汲
み
取
る
よ
う
に
努
め
ま
す
。

３　

大
野
市
の
事
務
に
関
す
る
調

　
【
説
明
】　

大
野
市
議
会
に
お
け

る
会
派
の
機
能
を
規
定
し
て
い
ま

す
。

　

議
会
活
動
が
円
滑
な
も
の
と
な

る
よ
う
、
市
議
会
議
員
は
会
派
を

結
成
で
き
ま
す
。

　

市
の
政
策
を
決
め
た
り
作
っ
た

り
す
る
際
に
、
会
派
同
士
が
話
し

合
い
を
し
て
、
議
会
運
営
が
効
率

的
で
効
果
的
な
も
の
と
な
る
よ
う

努
め
ま
す
。

※
会
派
：
よ
く
似
た
考
え
方
や
意

見
を
持
つ
議
員
同
士
が
結
成
す
る

団
体 

　
第
３
章　
市
民
と
議
会
と
の

　

関
係   

　
（
市
民
と
の
関
係
）

第
５
条　

議
会
は
、
議
会
の
活
動

に
関
す
る
情
報
公
開
を
徹
底
し
、

市
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
十

分
果
た
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。   

　
【
説
明
】　

大
野
市
議
会
と
市
民

と
の
関
係
を
規
定
し
ま
す
。 

　

大
野
市
議
会
は
、
情
報
の
さ
ら

な
る
公
開
と
議
会
が
取
り
組
ん
で

い
る
事
項
の
分
か
り
や
す
い
説
明

に
努
め
ま
す
。

議場内モニターに映し出された映像。今後、インター
ネットでの録画配信を予定
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大
野
市
長
も
大
野
市
議
会
議
員

も
共
に
市
民
が
直
接
選
挙
で
選
ん

で
い
ま
す
。

　

市
長
は
、
予
算
や
条
例
な
ど
の

議
案
を
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
政
策
（
事
務
）
の
是
非
を
問

い
、
議
会
は
こ
れ
ら
の
議
案
の
可

否
を
議
決
（
決
定
）
し
ま
す
。
議

会
は
、
市
長
等
の
執
行
機
関
を
監

視
・
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
、
執

行
機
関
に
政
策
提
言
し
、
ま
た
、

自
ら
政
策
を
立
案
す
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
市
勢
の
発
展
に
努
め
ま

す
。 

　
（
政
策
等
形
成
過
程
の
説
明
）

第
10
条　

市
長
等
は
、
第
12
条
第

１
項
に
規
定
す
る
基
本
構
想
を

実
現
す
る
た
め
の
重
要
な
政

策
、
施
策
、
事
業
及
び
長
期
計

画（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
政

策
等
」
と
い
う
。）を
立
案
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
項
目
を
説
明
す
る
も
の
と
す

る
。

　

⑴
政
策
等
の
概
要
及
び
政
策
等

を
必
要
と
す
る
背
景 

　

⑵
立
案
に
至
る
ま
で
の
経
緯 

　

⑶
比
較
又
は
検
討
し
た
他
の
政

策
、
施
策
、
事
業
、
計
画
等

　

⑷
市
民
参
画
の
状
況

　

⑸
基
本
構
想
と
の
整
合
性

　

⑹
政
策
等
の
財
源
及
び
将
来
必

要
と
な
る
費
用

　
【
説
明
】　

市
長
等
が
重
要
な
政

策
、
施
策
、
事
業
及
び
長
期
計
画

を
立
案
す
る
と
き
に
、
議
会
に
対

し
て
説
明
を
求
め
る
項
目
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
ま
す
。 

　
第
５
章　
議
案
及
び
政
策
の

　

審
議
及
び
調
査   

（
定
例
会
） 

第
11
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
１
０
２
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
る
議
会
の
定
例
会

は
、
年
４
回
と
す
る
。

２　

議
会
の
会
期
及
び
運
営
等
に

つ
い
て
は
、
規
則
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 
 　

【
説
明
】　

本
会
議
の
定
例
会
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。 

１　

こ
れ
ま
で
「
大
野
市
議
会
定

例
会
条
例
」
で
規
定
し
て
い
た
事

項
を
基
本
条
例
で
規
定
し
ま
し
た
。

大
野
市
議
会
は
、
通
年
議
会
を
導

入
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
１
年

間
に
４
回
の
定
例
会
を
開
き
ま
す
。

２　

議
会
の
会
期
や
議
会
の
運
営

等
に
つ
い
て
は
「
大
野
市
議
会
会

議
規
則
」
で
規
定
し
ま
す
。

※
通
年
議
会
：
定
例
会
の
期
間
を

１
年
間
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て

本
会
議
や
委
員
会
を
開
く
制
度

 

（
法
第
96
条
第
２
項
の
議
決
事
件
）

第
12
条　

法
第
96
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
く
議
会
の
議
決
事
件

は
、
大
野
市
に
お
け
る
総
合
的

か
つ
計
画
的
な
市
政
の
運
営
を

図
る
た
め
の
基
本
構
想
の
策
定

と
す
る
。

２　

議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る

議
決
事
項
を
追
加
す
る
場
合
は
、

そ
の
理
由
及
び
根
拠
を
明
確
に

し
て
市
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 　
【
説
明
】　

地
方
自
治
法
第
96
条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
議
会

が
議
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
議

決
事
項
を
規
定
し
て
い
ま
す
。 

１　

地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項

で
は
、
議
会
が
議
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
15
の
項
目
を
規
定
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
同
条
第
２
項
で

は
「
議
会
の
議
決
す
べ
き
も
の
を

条
例
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定

に
基
づ
い
て
議
決
事
項
を
定
め
て

い
ま
す
。

　

現
状
で
は
「
大
野
市
総
合
計
画

基
本
構
想
」
の
策
定
が
該
当
し
ま

す
。 

２　

議
決
事
項
を
新
た
に
定
め
る

場
合
は
、
議
会
が
一
方
的
に
決
め

る
の
で
は
な
く
、
議
会
と
市
長
の

権
限
を
考
慮
し
て
、
市
長
と
相
談

し
て
決
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

（
質
問
）

第
13
条　

議
員
は
、
本
会
議
に
お

け
る
一
般
質
問
に
お
い
て
、
論

点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
一

問
一
答
方
式
で
質
問
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。 

２　

市
長
等
は
、
議
長
又
は
委
員

長
の
許
可
を
得
て
、
議
員
の
質

問
に
対
し
て
反
問
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
【
説
明
】　

本
会
議
に
お
け
る
一

般
質
問
の
形
式
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
ま
す
。 

１　

質
問
に
は
第
４
条
に
定
め
る

会
派
を
代
表
し
て
行
う
代
表
質
問

（
３
月
議
会
の
み
）と
議
員
で
あ
れ

ば
誰
で
も
行
え
る
一
般
質
問
（
定

例
会
の
み
）
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で

大
野
市
議
会
で
は
、
議
員
が
複
数

の
項
目
を
一
度
に
質
問
し
て
市
長

等
が
一
括
し
て
答
え
る
「
一
括
質

問
・
一
括
答
弁
」
方
式
の
み
が
用

い
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
一
般
質

問
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
質
問
を

一
つ
ず
つ
質
問
し
て
答
弁
を
求
め

る
「
一
問
一
答
方
式
」
で
質
問
で

き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
（
従
来
の

「
一
括
質
問
・
一
括
答
弁
」
を
選
ぶ

こ
と
も
可
能
で
す
）。 

　

「
一
括
質
問
・
一
括
答
弁
」
方

式
は
、
質
問
時
間
を
効
率
的
に
使

え
ま
す
が
、
質
問
の
順
番
と
答
弁

の
順
番
が
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る

こ
と
や
、
ど
の
質
問
に
答
弁
し
て

い
る
の
か
聞
い
て
い
る
人
が
分
か

り
に
く
い
点
が
あ
り
ま
す
。

　

質
問
が
広
い
範
囲
に
わ
た
る
場

合
な
ど
は
、「
一
問
一
答
方
式
」
を

選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
論
点
が
明

確
に
な
り
、
傍
聴
者
や
視
聴
者
が

分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

２　

市
長
等
は
質
問
者
の
質
問
に

対
し
て
質
問
（
反
問
）
が
で
き
ま

す
。議場も対面方式で

す！ぜひ傍聴にお
越しください。
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倫
理
条
例
」
を
制
定
し
、
大
野
市

議
会
議
員
の
政
治
倫
理
の
向
上
に

努
め
て
い
ま
す
。

　

大
野
市
議
会
基
本
条
例
の
制
定

に
当
た
り
、
議
員
の
政
治
倫
理
の

理
念
を
基
本
条
例
で
規
定
し
、
詳

細
を
大
野
市
議
会
政
治
倫
理
条
例

で
規
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
（
議
員
の
報
酬
等
）

第
18
条　

議
員
の
議
員
報
酬
、
費

用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
つ
い

て
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

２　

委
員
会
又
は
議
員
が
議
員
報

酬
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
議

案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
明
確
な
改
正
理
由
を
付
し

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
【
説
明
】　

昭
和
41
年
に
「
議
会

議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
、
議

員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び

期
末
手
当
は
こ
の
条
例
に
基
づ
い

て
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

大
野
市
議
会
基
本
条
例
の
制
定

に
当
た
り
、
議
員
の
報
酬
等
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
別
に

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
、
額
を

改
定
す
る
と
き
に
は
理
由
を
明
ら

か
に
す
る
よ
う
規
定
し
ま
し
た
。

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
昭
和
60
年
９
月
26
日

の
議
決
で
指
定
し
て
い
た
市
長
の

専
決
処
分
事
項
の
指
定
を
基
本
条

例
で
規
定
し
ま
し
た
。 

専
決
処
分
：
議
会
の
議
決
が
必
要

な
事
項
を
、
市
長
が
議
決
を
求
め

ず
決
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
専

決
処
分
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

 　
第
６
章　

議
員
の
政
治
倫
理
、

　

報
酬
及
び
定
数

　
（
議
員
の
政
治
倫
理
） 

第
17
条　

議
員
は
、
市
政
が
市
民

の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
担

い
手
た
る
議
員
が
市
民
全
体
の

奉
仕
者
と
し
て
政
治
倫
理
の
向

上
に
努
め
、
常
に
良
心
に
従
っ

て
誠
実
か
つ
公
正
に
そ
の
職
務

を
行
い
、
も
っ
て
清
浄
で
開
か

れ
た
民
主
的
な
市
政
の
発
展
に

寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
員
の
政
治
倫
理
に
関
し
て

は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。  

　
【
説
明
】　

大
野
市
議
会
で
は
、

平
成
18
年
に
「
大
野
市
議
会
政
治

約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処

分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
41

年
条
例
第
53
号
）
の
規
定
に

よ
り
、
議
会
の
議
決
に
付
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
で
、

契
約
を
締
結
し
た
後
変
更
等

に
よ
り
３
０
０
万
円
の
範
囲

内
で
契
約
金
額
を
変
更
す
る

こ
と
。

　

⑶
市
営
住
宅
、
特
定
優
良
賃
貸

住
宅
及
び
大
納
ハ
イ
ツ
（
以

下「
市
営
住
宅
等
」と
い
う
。）

の
使
用
料
等
の
支
払
又
は
市

営
住
宅
等
の
明
渡
し
の
請
求

に
係
る
訴
え
の
提
起
、
和
解

及
び
調
停
に
関
す
る
こ
と
。

　

⑷
法
令
の
改
正
又
は
廃
止
に
伴

い
、
条
例
中
の
当
該
法
令
の

題
名
、
条
項
又
は
用
語
を
引

用
す
る
規
定
を
整
理
す
る
場

合
で
、
必
然
的
に
改
正
を
要

し
、
独
自
の
判
断
を
す
る
余

地
が
な
い
と
き
に
限
り
、
当

該
法
令
の
題
名
、
条
項
又
は

用
語
に
係
る
規
定
を
改
正
す

る
こ
と
及
び
既
設
条
例
の
主

旨
に
変
更
を
及
ぼ
さ
な
い
程

度
に
お
い
て
字
句
を
修
正
す

る
こ
と
。

　
【
説
明
】　

市
長
が
専
決
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
事
項
を
規
定
し

す
。  

　

こ
れ
ま
で
、
請
願
や
陳
情
は
、

文
書
で
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
議

長
に
対
し
て
趣
旨
の
説
明
を
求
め

て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て

請
願
や
陳
情
の
提
出
者
が
議
会
で

直
接
意
見
を
述
べ
る
場
を
設
け
ら

れ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
具
体
的

な
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

請
願
：
大
野
市
が
所
管
す
る
事
項

に
関
し
て
一
定
の
措
置
を
取
る
、

又
は
取
ら
な
い
よ
う
に
希
望
し
、

申
し
出
る
こ
と
で
、
法
律
で
保
障

さ
れ
た
権
利
で
す
。 

陳
情
：
法
律
の
根
拠
に
基
づ
く
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
請
願
と

同
様
に
、
相
当
の
措
置
を
要
望
す

る
こ
と
で
す
。

　
（
専
決
処
分
の
指
定
及
び
報
告
）

第
16
条　

法
第
１
８
０
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
市
長
に
お
い

て
専
決
処
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

　

⑴
１
件
が
１
０
０
万
円
以
下
の

和
解
に
関
す
る
こ
と
及
び
１

件
１
０
０
万
円
以
下
の
法
律

上
市
の
義
務
に
属
す
る
損
害

賠
償
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

　

⑵
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契

　
（
付
帯
決
議
の
尊
重
） 

第
14
条　

市
長
等
は
、
議
会
と
の

信
頼
関
係
を
重
ん
じ
、
本
会
議

に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
付
帯
決

議
に
つ
い
て
、
最
大
限
尊
重
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
当

該
付
帯
決
議
に
関
す
る
対
応
等

を
遅
滞
な
く
議
会
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。  

　
【
説
明
】　

付
帯
決
議
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
ま
す
。

　

提
出
さ
れ
た
議
案
を
議
決
し
た

と
き
に
、
付
帯
決
議
が
可
決
さ
れ

た
場
合
に
、
議
会
の
意
思
表
明
と

し
て
最
大
限
の
尊
重
と
対
応
の
報

告
を
求
め
る
も
の
で
す
。 

※
付
帯
決
議
：
議
案
に
付
け
ら
れ

る
議
会
の
意
見
や
要
望
。た
だ
し
、

市
長
等
は
こ
の
付
帯
決
議
に
法
的

に
拘
束
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
（
請
願
又
は
陳
情
趣
旨
の
聴
取
） 

第
15
条　

議
会
は
、
請
願
又
は
陳

情
の
審
議
に
お
い
て
は
、
必
要

に
応
じ
て
提
案
者
の
意
見
聴
取

の
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。  

　
【
説
明
】　

請
願
や
陳
情
を
行
っ

た
方
が
直
接
議
会
で
意
見
を
述
べ

る
機
会
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
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（
議
員
の
定
数
） 

第
19
条　

議
員
の
定
数
は
、
市
政

の
現
状
、
課
題
及
び
将
来
の
予

測
を
十
分
考
慮
す
る
と
と
も
に
、

第
２
条
に
規
定
す
る
議
会
の
活

動
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
、
総
合

的
な
観
点
か
ら
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

２　

議
員
の
定
数
は
、
別
に
条
例

で
定
め
る
。 

　
【
説
明
】　

平
成
12
年
に
「
大
野

市
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
る

条
例
」
を
制
定
し
、
議
員
の
定
数

は
こ
の
条
例
で
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

大
野
市
議
会
基
本
条
例
の
制
定

に
当
た
り
、
議
員
の
定
数
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
別
に
条

例
で
定
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
第
７
章　

議
会
事
務
局
等   

　
（
議
会
図
書
室
の
充
実
）

第
20
条　

議
会
は
、
議
員
が
議
会

活
動
に
必
要
な
見
識
を
深
め
、

自
己
の
資
質
を
高
め
る
不
断
の

研
さ
ん
に
資
す
る
た
め
、
議
会

図
書
室
を
設
置
し
、
必
要
な
図

書
等
を
収
集
及
び
保
管
し
、
議

会
図
書
室
の
充
実
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。  

　
【
説
明
】　

議
会
図
書
室
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
ま
す
。 

　

地
方
自
治
法
で
は
、「
議
会
は
、

議
員
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
、

図
書
室
を
附
置
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
執

行
機
関
の
監
視
及
び
評
価
と
と
も

に
、
政
策
提
言
や
政
策
立
案
に
資

す
る
た
め
、
議
会
図
書
室
の
充
実

に
つ
い
て
規
定
し
ま
し
た
。
議
会

図
書
室
は
、
市
民
も
利
用
で
き
る

よ
う
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
（
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備
）

第
21
条　

議
会
は
、
政
策
提
言
、

政
策
立
案
等
の
機
能
を
充
実
さ

せ
る
た
め
、
議
会
活
動
を
補
佐

す
る
議
会
事
務
局
の
機
能
強
化

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
【
説
明
】　

議
会
事
務
局
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

地
方
自
治
法
で
は
、「
市
町
村
の

議
会
に
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
事
務
局
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

議
会
事
務
局
は
、
議
会
に
関
す

る
事
務
に
従
事
し
、
大
野
市
議
会

が
自
主
的
で
自
立
的
な
運
営
を
実

現
し
、
市
長
と
共
に
二
元
代
表
制

の
一
翼
を
担
う
使
命
を
果
た
せ
る

よ
う
補
佐
を
し
ま
す
。

　
第
８
章 

最
高
規
範
性
、議
会

　

改
革
の
推
進
等  

　
（
最
高
規
範
性
）

第
22
条　

こ
の
条
例
は
、
議
会
に

お
け
る
最
高
規
範
で
あ
り
、
議

会
に
関
す
る
他
の
条
例
、
規
則

等
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
例

に
定
め
る
事
項
と
の
整
合
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
【
説
明
】　

こ
の
条
例
と
議
会
に

関
す
る
他
の
条
例
と
の
関
係
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　
（
議
会
改
革
の
推
進
） 

第
23
条　

議
会
は
、
議
会
を
活
性

第392回臨時市議会の概要 
　第392回臨時会が平成27年１月26日に開催
されました。大野市一般会計補正予算が審議
され、全会一致で可決されました。
 ▼一般会計補正予算の内容
　情報発信強化のため大野市関連ウェブを再
構築するための経費（1,350万円）や除雪委託
料（３億5,000万円）などが追加され、予算の
累計が200億8,093万円となりました。

化
し
、
市
民
に
開
か
れ
、
市
民

の
視
点
に
立
っ
た
議
会
を
実
現

す
る
た
め
、
議
会
改
革
に
継
続

的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

　
【
説
明
】　

議
会
改
革
に
つ
い
て

規
定
し
て
い
ま
す
。 

　

大
野
市
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
も

議
会
機
能
の
強
化
と
市
民
に
開
か

れ
た
議
会
を
目
指
し
て
議
会
改
革

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
も
引
き
続
き
議
会
改
革
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
、義
務
規
定
と
し
て
い
ま
す
。 

　
（
条
例
の
見
直
し
）

第
24
条　

議
会
は
、
こ
の
条
例
の

施
行
後
、
こ
の
条
例
の
目
的
の

達
成
に
関
し
、
継
続
し
て
検
証

に
努
め
、
市
民
の
意
見
、
社
会

情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必

要
に
応
じ
て
、
条
例
の
見
直
し

を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
【
説
明
】　

こ
の
条
例
の
改
正
に

つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

前
条
と
同
様
に
、
こ
の
条
例
の

制
定
後
も
、
不
断
の
取
り
組
み
に

よ
る
条
例
の
効
果
の
検
証
と
見
直

し
を
定
め
て
い
ま
す
。

第１回モニター会議を開催
　議会基本条例第６条に掲げる議会報告会に代えて、当面の
間、議会モニター制度の運用により、モニターの皆さまから
の意見を聴取し、議会の活性化や改革の推進を図っていきた
いと考えています。モニター会議は、各団体からの推薦者等
４人、公募による方２人、学識経験者１人、そして市議会の
議会運営委員会のメンバーで構成されます。
　第１回目となるモニター会議を２月26日に開催し、モニタ
ーの役割や今後の予定などを確認いただきました。

市庁舎３階の議会フロアーに設置された
議会図書室
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委
員
会
の
構
成

●
総
務
文
教
常
任
委
員
会

　

◎
畑
中
章
男　

○
髙
田
育
昌　
　

廣
田
憲
徳

　
　

髙
岡
和
行　
　

島
口
敏
榮　
　

砂
子
三
郎

●
産
経
建
設
常
任
委
員
会

　

◎
松
田
元
栄　

○
兼
井　

大　
　

川
端
義
秀

　
　

藤
堂
勝
義　
　

松
原
啓
治　
　

榮　

正
夫

●
民
生
環
境
常
任
委
員
会

　

◎
梅
林
厚
子　

○
宮
澤
秀
樹　
　

堀
田
昭
一

　
　

野
村
勝
人　
　

山
崎
利
昭　
　

永
田
正
幸

　

◎
松
田
元
栄　

〇
兼
井　

大　
　

島
口
敏
榮

　
　

畑
中
章
男　
　

砂
子
三
郎　
　

榮　

正
夫

　
　

堀
田
昭
一
（
平
成
27
年
３
月
２
日
追
加
選
任
）

常
任
委
員
会 ◎

委
員
長
　
○
副
委
員
長

15．兼井　　大
今井

16．畑中　章男
糸魚町

17．砂子　三郎
本町

18．榮　　正夫
上野

11．藤堂　勝義
蓑道

12．松原　啓治
土打

13．髙岡　和行
中野町二丁目

14．島口　敏榮
木本

９．川端　義秀
松丸

10．宮澤　秀樹
菖蒲池

５．山崎　利昭
国時町

６．松田　元栄
上丁

７．永田　正幸
新庄

８．梅林　厚子
中挾三丁目

１．堀田　昭一
野中

２．野村　勝人
桜塚町

３．廣田　憲徳
上野

４．髙田　育昌
泉町

議
会
運
営
委
員
会

新
議
員
の
紹
介

（
議
席
番
号
順
）


